
色覚および先天色覚異常についてご説明を致します。
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利益相反をスライドに示します。なお、本発表資料における石原色覚検査表の著作
権については、公益財団法人一新会の帰属となっております。また本資料中に収載し
ております同検査表は、実際のものと色が異なるため、検査では使用できません。あら
かじめおことわり申し上げます。
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本日の具体的内容としては色覚および色覚検査についてどのように考え、いつ検査
を行うのが良いかの考える材料として、スライドに示しますように色情報の重要性に係
わる問題、色覚の本質として色覚の認知システムと色の誤認への理解、色覚検査法、
検査結果への対応と問題について述べたいと思います。
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板 病 病 ① 施 が ば デ
色情報の重要性とそのピットフォールの一例をあげます。東日本大震災当時私は日大
板橋病院病院長でした。これは①日大はじめ多くの施設のDMATがつくばメディカルセ

ンターに集合しました。②翌日、日大チームは福島空港に参りました。③そして福島空
港から羽田にむけて一便飛んだ患者搬送用機内です。こうした大規模災害で緊急か
つ厳しい条件下で一人でも多くの方に対し効果的に医療を実施するために、 ［次
ページに続きます→］
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［→前ページからの続きです］ ①トリアージタッグが使用されます。［次ページに続き
ます→］
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赤 グ 患 が ③ グ 患 治
［→前ページからの続きです］ ②実際には重傷だが、助けられると判断されたスライド
に示す赤のタッグ断端の患者さんが重要です。③黒のタッグ断端の患者さんは治療対

象から外されます。しかし、スライドのようにこの赤と黒との識別が付きにくい方が男性
の約１％におられます。このことを救命救急医学会の方にお話しする機会がありました
が、ほぼ全員がご存じなく、しかもこのトリアージタッグは全世界共通です。
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色覚のご説明に入ります。ヒトは光の波長380nmから750nmの範囲を色として認識し、

これを可視光を呼びます。この範囲の波長の光がスライドに示す眼底の網膜にあたる
と、網膜の中心に多く分布する、異なる波長感度特異性を有する3つの錐体細胞で生

体信号に変換され複雑な感覚処理をへて後頭部にある視中枢で色として認知されま
す。この生体の認知システムのいずれかに問題があると色の認知に異常、すなわち色
覚異常が生じます。
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が 覚 ば も 赤 体 常 体

び が が

色覚異常は先天色覚異常と後天色覚異常とに大別されます。先天色覚異常は殆ど
が1型と2型色覚と呼ばれるもので、これは赤と緑錐体の異常で性染色体であるX染色
体上での劣性遺伝をします。男性はX染色体1本とY染色体1本ずつ、女性は2本のX染
色体をもっていますので先天色覚異常に性差が生じ、我国では男性の4.5%、女性の
0.2%です。白人では男性8%以上との報告があります。この男子4.5%の頻度は40歳以
上での緑内障有病率と同じです。
この1型および2型色覚者では色覚以外の視力その他の視機能の異常は全くありま
せん。
先天色覚異常には他に3型および1色覚がありますが稀なものです。

後天色覚異常はいろいろな疾患、薬で生じますが色覚以外に視力、視野などの異常
を伴います。
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が
先天色覚異常について再度のまとめです。正常網膜の錐体細胞には3つの錐体細胞
があります。
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覚 体 常 覚 様 体 体
L錐体すなわち赤錐体に異常があるのが1型で、L錐体が欠損しているものを1型2色
覚、錐体の部分的機能異常を1型3色覚と分類します。同様に、M錐体すなわち緑錐体
の異常が2型で、2型2色覚と2型3色覚に分類されます。S錐体の異常が3型と分類され
ます。
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先天色覚異常に関して大きくわけて３つのKeywordがあげられます。

比視感度とは色のもつエネルギーが同じ場合に色合いによって相対的に明るさの感
じ方が異なる現象です。

混同色とは色を見間違えるというよりも同じ色合いとして認識する色のグループで
す。

波長弁別閾値とは色合いすなわち波長がずれた時に色合いの違いを認識することで
す。
これから具体的に説明します。
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感 ぼ が
図は比視感度曲線です。横軸が色の波長、縦軸は同じ光エネルギーの場合に最も
明るく感じる550nmの色、これはほぼ黄色に相当しますが、この色を100%とした場合
の相対的明るさを示したものです。正常色覚に対して2型はほぼ同じですが1型色覚で
は左にシフトするとともに赤色の方がかなり暗く見えることを示しています。
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が 感 赤
この差がトリアージタッグでの赤と黒の識別に関係してきます。2型色覚の方は赤を
茶色と同じにみることで黒と識別しますが、1型の方は暗く感じるために赤と黒との識別
に困難を生じます。
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ピ
フラワーデザインについて2型2色覚の方は赤橙の花を赤茶系の色、その隣の色を薄
茶または肌色と同じように見、ピンクの花は灰色と同じに見ます。
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も が も 仮
この見え方は混同色と呼ばれるもので色度図という表示において直線上にプロットさ
れる色として1型、2型で異なるものが示されています。この色関係をもとに仮性同色表
とよばれる色覚検査表が作製されています。

15



検 常 が
これは最も代表的かつ検査精度が高いとされる石原色覚検査表（この検査表は実際
の色調と異なるため検査に使用はできません）の1枚です。正常者は８と読みますが、

色覚異常例では３などと誤読します。誤読者を対象に別の検査法である混同色を利用
したパネルD‐15という検査法で検査すると、きちんと青から赤まで順に色を並べる方、

混同色の直線にそって並べる方など様々です。この違いは色覚異常の程度に関係が
あり、これは次の波長弁別閾値により理解できます。
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が

プ

これは波長弁別閾値図（太田安雄、他「色覚と色覚異常」（金原出版、1991）から引
用）です。12例が示されています。左上の図で説明します。横軸は色光すなわち光の

波長をプロットしています。縦軸は波長がどれだけずれたら異なる色光として認識する
かを示しています。正常者は可視光で揺らぎはありますが波長で数nmの違いがあると
色の違いを認識します。一方でこの曲線は1型2色覚の場合を示していますが、490nm

の色を白と同じに見る一方でその近くでは波長による色の違いを鋭敏に判別します。し
かし、少し離れると急速に色の違いを判別しににくくなり波長が変化しても同じ色として
認識します。
一方、1型3色覚の場合は正常3色覚に近いタイプから2色覚に近い色識別の人まで
あり、このことから、1型3色覚の場合に色認識の程度に差があることが理解できます。
これは2型色覚の場合も同様です。
すなわち、これらは色覚の多様性ということではなく、Nathanら（1986)の色覚に関す
る遺伝子の同定の2編の論文からも明らかなように、錐体細胞の欠損または機能の異
常によるものであるとして理解することが正しいということを示しています。
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覚検 覚検 び プ 推奨
色覚検査法に移ります。検査法に関しては1933年の国際眼科学会において標準検
査法として石原色覚検査表、Stilling色覚検査表およびアノマロスコープを推奨するとさ

れました。現在我が国では石原色覚検査表で正常とそれ以外との判定を行い、異常と
されたひとを対象にパネルD‐15を行うことが推奨されています。
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際 検
これが石原色覚検査表IIの中の一例です（（石原色覚検査表II（はんだや、2013) 、

(公財)一新会から許可を受けて引用）（実際の色調とは異なるために検査には使用で
きません）。

左側の表を正常者は３と読みますが、それ以外の方は５などと異なる読み方をしま
す。右側の表は正常者が判読する上方の切れ目とは別の部位または円の外側の部
分を認識することで正常色覚と判別をします。
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ば英
この石原色覚検査表は正常と先天色覚異常とを判別する最も精度が高いものとされ
世界的に使用されています。たとえば英国空軍では3つの職種にわけ、CP2という職種
では石原表を一枚も誤読しないこと、CP3では検査表の誤読は可などとしております。
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また、多くの国で検査法として石原表での検査をあげています（Fletcher R et al:
Defective color vision. Adam‐Hilger Ltd. Bristol and Boston, 1985）。
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象 臨
パネルD‐15は正常と異常との判別能力は低いために、石原色覚検査表で異常とされ
た例を対象に1型、2型などの判定や、程度の評価に臨床的に使用されます。ただし、
軽度の色覚異常の方は先ほど示しましたように15色を緑から赤の順に正しく配列でき
ます。
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が が
色覚に関する当事者のコメントとしては写生での色使いが困難およびそれに対する
理解がないということがあります。
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図画の時間にこのようなフラワーデザインの場合、赤は茶系統の色、クリーム色はオ
フホワイト、葉はほぼ黒、薄い赤はグレー青とそれぞれ同じ見えるので色を塗る時に、
例えば葉を緑または黒のクレヨンで塗る可能性があり、実際とは異なる可能性が生じ
ます。
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が 考

この図画の時間以外に以前は学校で複数回、色覚検査が行われ、その度に疎外感
を感じていたということも上がっています。その後、宮浦理事からご説明がありましたよ
うに検査は小学4年の時一回になり、10年前からは学校保健の対象外となりました。ま

た、学業での配慮が無く先生が板書時にたとえば緑の黒板に赤のチョークで書く、図
画での色の塗り方についての理解がなく低学年でイジメにあうなどのことがあります。
ただし当時も小学4年での実施の根拠が不明との声もありました。

これらを考えると「色の認識に異常が有る」ことを確定するのではなく、「疑い」程度と
し、本人も周囲も自覚し、配慮することがよいのではないかと考えます。そのためには
いつ、検査をするのが適当かということを考えてみたいと思います。
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ご び が 達
検査については色の認識に関する発達と加齢変化を考える必要があります。生後5
か月で代表的な色の認識はできるとされ、2歳ごろに色の呼び名と色との関係が発達
し、4歳ごろに色の呼び名と色の組み合わせが確立するとされています。その後、20歳
前後でもっとも色識別が良く、40歳ごろから白内障年齢になると色識別特に青系統の

色が鈍くなります。したがって、今の子供は就学時年齢では数字も読めますので正確
な診断というのではなく疑い例レベルにとどめた色覚のスクリーニングは可能と考えま
す。そのうえで周囲も色覚について配慮することが重要であると考えます。
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が

色覚に関する当事者のコメントの続きです。眼科医に相談しても説明が不十分である
ということが上がっています。内容としては眼科医からは遺伝であり治らない、色誤認
をする配色の理由の説明がなく、具体的な説明さらに生活、職業選択でのカウンセリン
グがないという声です。男性での先天色覚異常の頻度は40歳以上の緑内障罹病率5%

と同じ頻度であり、眼科医が真摯に取り組まねばならない課題です。色覚以外に異常
はなくかつ進行しないとは言っても適切に対応できることが求められています。現在、
大学受験での制限がなくなり良い反面、色情報が重要な職場についてはじめて色覚の
問題に直面する例が出ています。本人、社会が正しい知識を持つ機会を増やす必要
があります。
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一方で、色覚異常のシミュレーションが行われていますが、スライドで提示しましたよ
うに色覚は複雑であり、かつ個人により色の認識程度が異なります。シミュレーション
は2色覚を念頭にした例が多くかつ不十分なものが多いのが現状で、異常3色覚のタイ
プからみると2色覚と同じにみられることでの抵抗が強く、色覚異常と表明できないとい
う声も多いです。

一般的には誤認しやすい色の組み合わせについての知識を共有していくことが最も
重要です。
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誤認を回避するために避けるのが好ましい配色は比較的単純な関係で示すことがで
きます。それはこのような組み合わせですので、この組み合わせを学校、教科書会社
をはじめ一般社会で共有してスライドその他の作製の際に注意していただくことが第一
歩です。欧米の男性の色覚異常の頻度は８％以上ですのでオリンピックに向けての掲
示板などでも配慮する必要があります。
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縁 境 も
色情報は重要ですが、色情報を有効に活用するために識別を容易にする工夫の例
を示します。縁取りまたは境目にスリットを加えることも良いです。
できれば可能な限り文字情報を識別し易い色を使って加えることが重要です。
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最初に提示したトリアージタッグに関しての提案です。国際的取り決めになっていま
すので大きな変更はできませんが、赤と黒ゾーンとの間に白線を入れる、カテゴリー文
字を大きくして見やすい色にするということであれば我国で可能ではないかと考えま
す。
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